
２０１９年  ４月２７日（土）～２０１９年５月６日（月）  
２０１９年１２月２８日（土）～２０２０年１月５日（日）

長期の連休は、２４時間体制で電話相談窓口を開設するため、昼間も含めて終日御利用いただけます。終日２４時間
相談いただけます


